
令和７年度 教育課程の編成（授業日数及び授業時数）について 

学校教育部 

１ 現状及び課題について 

（１）昨今の気候変動による気温の上昇に伴い、猛暑日が増え、夏季の登下校や学校生活

において、一層の注意と配慮が求められている。 

○本年８月下旬（８/２５～３１）の気温を見ると、高い日では３５度近くまで上昇

○過去１０年間の推移を見ると、近年５年間（２０２０年～２０２４年）と、それ以 

前の５年間（２０１５年～２０１９年）の平均気温を比較すると、約３度上昇 

○公益財団法人日本スポーツ協会「熱中症行動指針」は、暑さ指数（WBGT）の段位に 

応じた熱中症予防のための行動の目安 とすることが推奨されており、上尾市でも、

「暑さ指数（WBGT）が３１を超えた際は、原則として運動は中止とすること」とし

ている。 

（２）教育課程の編成に当たっては、学習指導要領で示されている標準授業時数を大幅に

上回って編成する必要はない。また、教育課程の実施に当たっては、学校における

働き方改革にも配慮した対応を検討することが重要である。 

(令和５年４月２１日付 文部科学省事務連絡) 

（３）現在、各学校では、（２）に基づき教育課程を編成しており、今年度からは、週１時

間相当の時数を削減しているが、さらに削減できる余地がある。 

①教育課程上必要な時数（総時数） 

 

 総時数 ＝標準授業時数 ＋ 学校行事・児童生徒会活動 ＋ 予備時数等 

 

  

標準授業時数：学習指導要領で示している各教科等の内容を指導するのに要する時数を 

基礎として、学校運営の実態などの条件を考慮して 国が定めたもの。 

 ○小学校（一単位時間：４５分） 

１年：８５０時間 ２年：９１０時間 ３年：９８０時間 ４～６年：１０１５時間 

○中学校（一単位時間：５０分） 

１～３年：１０１５時間 

 

②令和６年度の各校の時数の現状について 

 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

標準授業時数 ８５０ ９１０ ９８０ １０１５ １０１５ 

総時数（学校平均） ９８６ １０２４ １１１９ １１６２ １１６６ １１５８ １１７３ １１７７ １１４７ 

学校行事・児童生徒会活動 

予備時数等 
１３６ １１４ １３９ １４７ １５１ １４３ １５８ １６２ １３２ 

 

○各校では週１時間相当の時数を削減している現状においても、標準授業時数に加え

て、「学校行事・児童生徒会活動」「予備時数等」は十分に確保されている。 

令和６年上尾市教育委員会 

１２月定例会 協議事項１  
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２ 検討の方針について 

授業日数及び授業時数を見直し、児童生徒及び教職員双方の負担を軽減することをと 

おして、学校教育の質の向上を図る。 

（１）授業時数の適正化を図るとともに、年間を通じた業務の平準化のために、学年や学

校種の実態に即して、一年を通じて週当たりの単位時間数を減少させる。 

（２）夏季休業期間を延長し、授業日数や授業時数の削減を行う。 

 

３ 検討事項等 

（１）夏季休業期間変更に係るアンケート結果等（期待される効果と懸念） 

  児童生徒 

有効回答者数９，２０５名 

教職員 

有効回答者数８７３名 

保護者 

有効回答者数５，７６２名 

夏休みの期

間を延長す

ることにつ

いて 

   

延長する期

間について 

   

期待される

効果 

・児童生徒一人一人の目的

や興味関心に応じた学習

の時間の確保 

・児童生徒の熱中症リスク

の減少 

・家族との時間、友達との交

流の時間の増加 

・熱中症等の環境変化に応

じた教育課程の編成 

・児童生徒の熱中症リスク

の減少 

・教職員の負担軽減 

・研修時間の確保 

・児童生徒の熱中症リスク

の減少 

・児童生徒の心身のリフレ

ッシュ 

・家族で過ごす時間の増加 

懸念事項 

・個々の学習環境の違いに

よって、学力差が生じるこ

と。 

・生活リズムの乱れや運動

不足、友達との交流機会の

減少など。 

・授業時数の確保 

・学校行事、授業計画等の教

育課程の見直し 

・昼食の準備や子供の世話、

学習などの保護者負担増 

・授業時間の減少による学

力低下  

・生活リズムの乱れ 

・自宅で過ごす時間の増加

による事故やトラブルへ

の不安 
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（２）変更に対する懸念への対応等 

①授業時数の確保（令和７年度）について 

【令和７年８月２５日（月）から２９日（金）までの５日間が削減された場合の授業時数の減数】  

   小学校：１年（－２５時間） ２年（－２６時間） ３年（－２８時間） 

       ４から６年（－２９時間） 

  中学校：１から３年（－２９時間） 

  ※特に授業時数の調整が必要となる学年を抜粋 

  ※以下の総時数は、学期開始及び学期末並びに体験的学習活動等休業日、県民の日、

市内一斉小中学校避難訓練による欠時を既に含んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

○令和６年度においても、③予備時数等に示されている時数以下の時数で教育課程を編 

成している学校もある。 

○令和７年度において、標準授業時数以外の授業時数は確保されており、「学校行事・児 

童生徒会活動」「欠時」を精査することで、夏季休業日の延長により授業時数が削減さ 

れたとしても総時数は確保できる。なお、上記以外の学年はさらに時数に余裕がある。 

○教育課程の編成権は校長にある。各学校が校長のリーダシップの下、適切な教育課程

に基づいて、特色ある教育課程を実施するということが重要である。 

 

②学力の低下、生活リズムの乱れについて 

 

 ○夏季休業中において、計画的に学習に取り組んだり、生活のリズムを整えたりするた

めの計画表等を作成している学校もある。また、学年だよりや学年集会などで、夏休

みの過ごし方について指導している。 

 ○小中学校ともにオンライン学習ソフトが導入されており、学習内容の復習については、

個の学習状況に応じた学習が家庭で行える環境を整えている。また、ＩＣＴ端末の持

ち帰りについては、継続して推進していく予定である。 

 ○家庭学習については、各学校の実態に応じて適切に設定していく。 

 

 ③家庭への負担の懸念について 

 

 ○夏季休業期間が延長された場合においても、学童については受入れが可能である。 

 ○給食については、給食開始日及び終了日を調整し、年間食数は令和６年度と同程度の

食数を提供する予定である。 

 

 

学年 ①令和７年度 総時数 ②標準時数 
③予備時数等 

① －② 

小５ １１０４ １０１５ ８９ 

小６ １１０２ １０１５ ８７ 

中１ １１０７ １０１５ ９２ 

中３ １０７８ １０１５ ６３ 

この授業時数の中で各学校

の実態に応じて 

①学校行事・児童生徒会活動 

②欠時（短縮日課、開校記念

日など） 

を設定していく。 
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（３）県内及び近隣市町の状況 

①令和６年度 ２学期始業式実施日について（埼玉県内）(令和６年３月１４日現在) 

月 ８ ９ 

日（曜日） ２６（月） ２７（火） ２８（水） ２９（木） ３０（金） ２（月） 

市町数 
小：１５ 

中：１５ 

小： ８ 

中： ８ 

小： ６ 

中： ６ 

小： ９ 

中： ９ 

小： ２ 

中： ２ 

小：２２ 

中：２２ 

  

②２学期始業式実施日の検討状況について（南部管内）（令和６年１２月１１日現在） 

教委名 
令和６年度 

２学期始業式 
検討状況 

川口市 ９月 ２日（月） ・令和７年度変更なし 

北本市 ９月 ２日（月） ・令和７年度変更なし 

草加市 ８月２８日（水） ・令和７年度から９月１日開始に変更（決定） 

新座市 ８月２９日（木） ・令和７年度から９月１日開始に変更（決定） 

蕨市 ８月２９日（木） 
・９月１日開始について、令和７年度に検討予

定 

戸田市 ８月２６日（月） 
・令和５年度の校長研究協議会で９月１日開始

について問題提起 

鴻巣市 ８月２９日（木） 
・令和５年度の校長研究協議会で９月１日開始

について問題提起 

    

４ 本市の方向性について 

○上尾市小・中学校管理規則の一部改正 

（１）夏季休業期間を７月２１日から８月３１日までとすること 

（２）２学期の期間を９月１日から１２月３１日までとすること 

 

５ 今後のスケジュール 

（１）１２月定例教育委員会で協議事項として上程 

（２）１月定例教育委員会で、上尾市小・中学校管理規則の一部改正について、議案とし 

て上程、議決 

（３）議決後、速やかに通知・連絡 

   ・各学校及び保護者 

   ・市内関係機関(保育園・保育所、幼稚園・認定こども園、高等学校、特別支援 

学校、学童、自治会、警察等)    

   ・市ホームページ（ＨＰ）にも掲載 
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